参考様式例 ②　地域の他農場で研修

覚　　書
移譲希望者○○○○「以下甲という」と継承希望者○○○○、〇〇〇〇「以下乙という」及び研
修受入農家〇〇〇〇「以下丙という」は、就農研修及び経営の譲渡について、次のとおり覚書を取
り交わす。

１．研修期間及び研修農場
乙の就農研修期間は、令和○年○○月○○日から令和○年○○月○○日までとし、研修受入
農場は丙とする。
２．研修期間の処遇
１）研修手当は支給しない。（農業次世代人材投資資金（就農準備資金）、雇用就農資金活用）
２）休日は、週１回を基本とするが、繁忙期を考慮した休日とする。
３）研修時間は、研修者としての身分を考慮した研修時間とする。(基本は1日８時間)
３．経営継承時期と住宅譲渡
甲は、令和○年○○月○○日をもって農業経営を終了し、乙は令和○年○○月○○日から経営
　　を開始する。甲は、農業経営の終了日までに住宅から転居し、乙に住宅を譲渡する。
４．資産及び経営情報の開示
　　　甲は、研修開始前に移譲する農地、農業用施設・機械、家畜等の資産評価概算額と経営内容を
　　コーディネートチームと協議し継承希望者に開示する。(譲渡資産評価概算額一覧　別紙)
５．資産評価の確認事項
１）農地は、農業委員会の評価額とする。
２）農業用施設は、固定資産課税台帳の評価額や、未償却残高等を参考として甲とコーディネー
　トチームが協議し提示する。
３）農業用機械は、中古農業機械市場等の担当者による評価額を参考に、甲とコーディネートチ
ームが協議し提示する。　
４）家畜は、家畜市場での取引価格に準じた価格とし、甲とコーディネートチームが協議し提示
する。
５）住宅・宅地は固定資産課税台帳の評価額を参考に、甲とコーディネートチームが協議し提示
する
６．継承希望者の責務
乙は、研修期間中、丙及びコーディネートチームの指示に従い、地域とのコミュニケーション
　　を深めるよう努め、誠実に研修に取り組み、次にあげる事項を守らなければならない。
１）乙は、研修期間中に知り得た甲及び丙の経営上の秘密、または甲及び丙の個人情報につい
て、他に漏らさない。
２）乙は、丙及び関係者の指示に従わない行為、甲及び丙の信用を損なう行為、研修の目的を逸
　脱する行為、その他不道徳及び不法な行為をしてはならない。
３）乙は、研修期間中の不慮の事故に備え、あらかじめ傷害保険に加入しなければならない。
４）１）から３）の要件を守らなかった場合、甲及び丙は立会人及びコーディネートチームと協
　議し、研修を中止することができる。
７．移譲希望者の責務
１）甲は、経営移譲について家族の同意を得、地域農業者に伝え理解を得ていること。
２）甲は、乙が経営継承後、安定した農業経営を確立できる、資産譲渡額及び譲渡方法をコーデ
　ィネートチームと共に検討しなければならない。
３）甲は、資産譲渡額及び譲渡方法の協議を、コーディネートチーム等の第三者と行い、乙と直
　接交渉してはならない。
８．研修受入農家の責務
１）丙は、乙に対して高圧的な言動は避け、後継者として育てるという意識で対応し、乙の人格
　を傷つける行為をしてはならない。
９．損害賠償
１）乙は、研修中に丙の指示に従わず乙の勝手な判断により、丙又は第三者に損害を与えた場合
には、その損害を賠償しなければならない。
２）乙は、研修における不慮の事故について、５．３）に基づく傷害保険による給付があった時
　には、丙に対し、当該不慮の事故についての損害賠償その他一切の請求を行わないものとす
る。
１０．経営継承合意書の確認事項
最終的な資産譲渡額や譲渡方法は、覚書に添付した資産譲渡の概算額を基本に、５．資産評価
の確認事項により甲とコーディネートチームが協議後乙に提示し、両者が合意後、経営継承合意書を作成する。継承〇ヶ月前を目途に経営継承合意書を締結する。　
経営継承合意書締結予定年月日　令和〇年〇〇月〇〇日
１１．その他
　　  この覚書に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの覚書に定めていない事項につい
　　ては、覚書の趣旨に則り、甲、乙、丙及び立会人(関係機関)が協議の上定めるものとする。

　　　　上記の合意の証として、証書４通を作成し、甲、乙、丙及び立会人が署名、捺印の上、各自１通保有するものとする。









令和○年○○月○○日


　　　　　　　　　　　　　甲　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　乙  住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

丙  住　所

　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　立会人　住　所  

氏　名  　　　　　　　　　　　　　　　　㊞















	                                                                     
